
内部統制システムの整備に関する基本方針 

(2021年 10月 28日開催 取締役会決議) 

 

会社法第 362 条第 4 項第 6 号ならびに会社法施行規則第 100 条第 1 項各号および第 3 項

各号に基づく、当社および子会社（以下、両者を総称して｢当社グループ｣という。）の内部

統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定める。 

(1)当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するこ

とを確保するための体制 

①当社グループの役職員の行動規範、行動基準として「古河機械金属グループ企業行動

憲章」および「古河機械金属グループ役職員行動基準」を定め、法令遵守にとどまら

ず広く企業の社会的責任（CSR）を果たし、あらゆる分野で持続可能な社会の実現に貢

献できる企業活動を目指す。この取り組みを推進するため、当社グループ各社にコン

プライアンス責任者を置くとともにサステナビリティ推進会議を設置し、当社グルー

プにおけるサステナビリティへの取り組みおよび CSRの実践に努める。 

②当社グループの取締役および使用人の業務執行の適法性を確保するため、会社法等の

法令および定款に適合した取締役会規程等の規程を当社グループ各社において制定

し、適正に運用する。 

③コンプライアンス委員会において、当社グループの役職員が実践するためのコンプラ

イアンスの基本方針を策定し、体制の整備等を行う。 

④当社グループの役職員のコンプライアンス違反に対しては、｢古河機械金属グループ 

コンプライアンス規程｣に基づいて厳正に対処し、また内部通報制度を設け、実効性の

ある運用に努める。 

⑤当社グループの内部監査機関として監査室を当社に設置し、当社グループの経営活動

全般にわたる管理の状況および業務執行の適法性、有効性等に関する監査を行う。 

⑥金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」の適用に当たっては、財務報告の信頼

性確保のため、管理運営の統括部署を当社経理部、評価担当部署を当社監査室とし、

財務報告に係る内部統制の整備、運用および評価を進める。 

⑦反社会的勢力とは、「古河機械金属グループ役職員行動基準」に基づき、関係を持たな

い。 

(2)当社取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

取締役会、経営会議等の議事録、決裁に関する文書等の取締役の職務執行に係る情報

（文書および電磁的記録）は、法令および社内規程等に基づき、保存、管理する。 

(3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①損失の危険（以下「リスク」という。）の管理を当社グループの事業活動を行ううえで

の重要な事項と認識し、事業活動におけるリスク状況の把握と検討を行うとともに、
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リスクの未然防止、発生したリスクへの対処、是正等に取り組む。 

②リスクマネジメント委員会において、当社グループのリスクマネジメントに関する方

針の策定、体制の整備、対策等について総合的に検討し、全社的リスクマネジメント

に努める。 

③当社グループのリスクの把握と管理のため、重要な事項については、当社取締役会ま

たは当社経営会議において、厳正に審議し、決定する。 

④当社グループの環境保全、製品安全に関しては、それぞれ環境安全管理委員会、品質

保証委員会を設置し、専門に審議検討を行い、その対策を推進する。 

⑤事業活動上のリスク対応と管理の有効性を確保するため、当社監査室により当社グル

ープの内部監査を実施する。 

(4)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制 

①当社において執行役員制度を採用し、意思決定の迅速化と責任の明確化を図り、効率

的な経営を進める。当社グループの重要な経営事項については、当社取締役会規程、

当社経営会議規程および｢古河機械金属グループ事務取扱規程｣に基づき、その重要性

に応じて当社取締役会付議、当社経営会議付議および社長決裁等により決定する。 

②当社取締役会において決定された経営計画のもと、当社グループの取締役、執行役員

その他使用人が、その目標達成のため業務を執行し、当社取締役会、当社経営役員会

においてその執行状況を報告する。 

(5)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

①子会社のうち中核事業会社については、各社の社長が毎月、当社経営役員会において、

各部門の業務執行の報告を行う。 

②中核事業会社以外の子会社については、当該会社を所管する中核事業会社の社長また

は当社の所管管理部門長が毎月、当社経営役員会において、各部門の業務執行の報告

を行う。 

③｢古河機械金属グループ事務取扱規程｣に基づき、子会社の社長は、特定の業務の執行

および緊急の案件について、当社の所管管理部門長に報告を行う。 

(6)当社監査役の職務を補助すべき使用人の当社取締役からの独立性および当該使用人に

対する指示の実効性の確保に関する事項 

①監査役による監査を補助するため、監査役会事務局を設置し、その事務局員の人事に

ついては、事前に監査役と協議する。 

②監査役会事務局員は、監査役からの直接の指揮命令に従う。 

(7)当社取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が当社監査役

に報告をするための体制 
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①当社監査役は、当社取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用

人に対し必要に応じて、また当社グループ各社の事業所の業務調査を実施した際に、

業務執行に関する報告を求める。 

②当社監査役は、当社会計監査人に監査内容について随時報告を求めるほか、当社監査

室からは、当社グループ各社の監査の結果につき報告を受けるなど、当社会計監査人

および当社監査室との連携を図る。 

③内部通報制度により通報された情報は、相談窓口担当者から当社監査役に報告される。 

④｢古河機械金属グループ コンプライアンス規程｣において、通報者は内部通報を行っ

たことにより解雇等不利な取扱いを受けないことを規定する。 

⑤当社グループの役職員が、当社監査役に報告を行った際に、不利な取扱いを受けない

ことを確保するための体制を整備する。 

(8)当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当

該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が職務を執行するために必要な費用は、予算を計上し、監査役からの請求に基

づき、当社が速やかに処理する。 

(9)その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役会、経営会議、経営役員会等の重要な会議に、監査役が出席するものとし、議

事録や決裁に関する重要な文書等を監査役の閲覧に供する。 

 

2021年 12月 1日施行 

 

以上 


